
 

 

○羽曳野市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則 

平成29年3月31日 

規則第30号 

 改正 令和2年7月31日規則第44号 令和3年3月29日規則第23号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令

第8号)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省

令第5号。以下「省令」という。)及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平

成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)に定めるもののほか、

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」とい

う。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。 

(建築物エネルギー消費性能確保計画の計画書に添付する図書) 

第3条 省令第1条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。 

(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画(法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消

費性能確保計画をいう。以下同じ。)が基準省令の施行の際現に存する建築物に係るも

のであって、基準省令附則第3条又は第4条の規定の適用がないものとした場合に建築物

エネルギー消費性能基準に適合しないものである場合にあっては、当該建築物が平成28

年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し 

(2) 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が複合建築物(基準省令第1条第1

項第1号に規定する複合建築物をいう。以下同じ。)である場合にあっては、次に掲げる

部分の求積図 

ア 居住者以外の者のみが利用する部分 

イ 居住者のみが利用する部分 

ウ 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分 

2 前項第2号に掲げる図書に明示すべき全ての事項を省令第1条第1項の計画書に添える他

の図書に明示する場合には、前項の規定にかかわらず、当該計画書に同項第2号に掲げる

図書を添えることを要しない。 

(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知の取下届) 

第4条 法第12条第1項若しくは第2項の規定による提出又は法第13条第2項若しくは第3項の



 

 

規定による通知をした者は、当該提出又は通知を取り下げようとするときは、建築物エネ

ルギー消費性能確保計画(提出・通知)取下届(様式第1号)を市長に提出しなければならな

い。 

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付の申請及び交

付) 

第5条 省令第11条に規定する書面の交付を受けようとする者は、建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律施行規則第11条の軽微変更該当証明申請書(様式第2号)に、建築

物エネルギー消費性能確保計画の変更が法第12条第2項又は第13条第3項に規定する軽微

な変更(以下この条において「軽微な変更」という。)に該当することを証する図書を添え

て、市長に提出しなければならない。 

2 前項の規定による提出をする場合における申請書及び図書の部数は、正本1通及び副本1

通とする。 

3 市長は、省令第11条に規定する書面の交付の申請があった場合において、当該申請に係

る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは、建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の軽微変更該当証明書(様

式第3号)を交付するものとする。 

(特定建築物に係る報告を行う場合の方法) 

第6条 法第17条第1項の報告は、特定建築物の非住宅部分に係る状況報告書(様式第4号)及

び報告の内容を説明するための図書を市長に提出することにより行わなければならない。

ただし、特定建築物(法第11条第1項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)(同項に規

定する住宅部分に限る。)の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関す

る報告にあっては、この限りではない。 

(建築物の建築に関する届出に添付する図書) 

第7条 省令第12条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。 

(1) 法第19条第1項の規定による届出に係る同項の計画が基準省令の施行の際現に存す

る建築物に係るものであって、基準省令附則第3条又は第4条の規定の適用がないものと

した場合に建築物エネルギー消費性能基準に適合しないものである場合にあっては、当

該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し 

(2) 法第19条第1項の規定による届出に係る建築物が複合建築物である場合にあっては、

次に掲げる部分の求積図 

ア 居住者以外の者のみが利用する部分 



 

 

イ 居住者のみが利用する部分 

ウ 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分 

(3) 法第19条第1項の規定による届出に係る建築物の非住宅部分(法第11条第1項に規定

する非住宅部分をいう。以下同じ。)の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338

号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計が300平方メートル以

上である場合にあっては、次に掲げる図書 

ア 当該非住宅部分のうち、内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、

その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上

である部分を明示した図書及び当該部分の求積図 

イ アの常時外気に開放された開口部の位置を明示した図書及び当該開口部の求積図 

2 省令附則第2条第1項の規定により読み替えて準用する省令第12条第1項の市長が必要と

認める図書は、前項第1号及び第2号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。この場合に

おいて、同項第1号から第3号までの規定中「第19条第1項」とあるのは「附則第3条第2項」

と、同号中「係る建築物」とあるのは「係る特定建築物」と読み替えるものとする。 

(1) 法附則第3条第2項の規定による届出に係る建築物が平成29年4月1日に現に存するこ

とを証する図書又はその写し 

(2) 増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の求積図 

3 省令附則第2条第4項の規定により読み替えて準用する省令第12条第1項の市長が必要と

認める図書は、第1項第1号及び第2号に掲げるもの及び前項各号に掲げるものとする。こ

の場合において、第1項第1号及び第2号の規定中「第19条第1項」とあるのは「附則第3条

第8項」と、「届出」とあるのは「通知」と、同号中「係る建築物」とあるのは「係る特

定建築物」と、前項第1号中「附則第3条第2項」とあるのは「附則第3条第8項」と、「届

出」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。 

4 第1項第2号若しくは第3号(前2項の規定により読み替えられた場合を含む。以下この項に

おいて同じ。)又は第2項各号(前項の規定により読み替えられた場合を含む。以下この項

において同じ。)に掲げる図書に明示すべき事項を省令第12条第1項(省令附則第2条第4項

の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の届出書又は通知書に添える他の図書に

明示する場合には、前3項の規定にかかわらず、当該事項を当該第1項第2号若しくは第3

号又は第2項各号に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該第1

項第2号若しくは第3号又は第2項各号に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図

書に明示したときは、当該第1項第2号若しくは第3号又は第2項各号に掲げる図書を当該届



 

 

出書又は通知書に添えることを要しない。 

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請書に添付する図書) 

第8条 省令第23条第1項及び第24条の3第2項第1号の市長が必要と認める図書は、次に掲げ

るものとする。 

(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画(法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消

費性能向上計画をいう。以下同じ。)が法第11条第1項に規定する特定建築行為(法附則

第3条第1項に規定する特定増改築を除く。)に係るものでない場合にあっては、当該建

築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物が、次に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が設計し

たことを証する書類 

ア 当該建築物が建築士法第3条第1項各号に掲げるものである場合 同法第2条第2項

に規定する一級建築士(以下「一級建築士」という。) 

イ 当該建築物が建築士法第3条の2第1項各号に掲げるもの又は同条第3項の規定によ

り区域若しくは用途を限り、同条第1項各号に規定する延べ面積を別に定めた条例の

規定に該当するものである場合 一級建築士又は同法第2条第3項に規定する二級建

築士(以下「二級建築士」という。) 

ウ 当該建築物がア又はイに掲げるもの以外のものである場合 一級建築士、二級建築

士又は建築士法第2条第4項に規定する木造建築士(以下「木造建築士」という。) 

(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の

増築、改築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等(法第2条第2号に規定

する空気調和設備等をいう。以下同じ。)の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備

等の改修(以下「増築等」という。)に係るものである場合にあっては、当該建築物(当

該増築等に係る部分以外の当該建築物の部分に限る。)に係る建築基準法(昭和25年法律

第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の検査済証(以下「検査済証」と

いう。)の写しその他の同法第6条第1項に規定する建築基準法令の規定に適合している

ことを証する書類又はその写し 

(3) 建築物エネルギー消費性能向上計画が基準省令の施行の際現に存する建築物に係る

ものであって、基準省令附則第3条又は第4条の規定の適用がないものとした場合に法第

35条第1項第1号に掲げる基準に適合しないものである場合にあっては、当該建築物が平

成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し 

(4) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物が複合建築物である場合にあって



 

 

は、次に掲げる部分の求積図 

ア 居住者以外の者のみが利用する部分 

イ 居住者のみが利用する部分 

ウ 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分 

(5) 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に

よる申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1

項の構造計算適合性判定をいう。以下同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。次条

第1項において同じ。)に係る建築物について、建築基準法第18条の2第1項の規定により

知事が構造計算適合性判定を行わせることとした同法第77条の35の5第1項の指定構造

計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、知事。

以下同じ。)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する

特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めたものである場合に

あっては、そのことを証する書類の写し 

2 前項第4号に掲げる図書に明示すべき全ての事項を省令第23条第1項の申請書に添える他

の図書に明示する場合には、前項の規定にかかわらず、当該申請書に同項第4号に掲げる

図書を添えることを要しない。 

3 構造計算適合性判定に準じた審査の請求をしていることにより第1項第5号の書類を提出

できない者は、指定構造計算適合性判定機関が当該請求を受理したことを証する書類の写

しを提出しなければならない。この場合において、市長は、指定構造計算適合性判定機関

が建築基準法6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適

合すると認めるまで、法第35条第1項(法第36条第2項において準用する場合を含む。第15

条において同じ。)の認定をしないものとする。 

(構造計算適合性判定に準じた審査が必要な場合の手続) 

第9条 法第35条第2項の規定による申出をする場合における建築基準法第6条第1項の申請

書の部数は、正本1通及び副本2通とする。ただし、前条第1項第5号の書類を提出した場合

にあっては、この限りでない。 

2 前項本文に規定する場合において、第11条第1項又は省令第25条第1項の規定による通知

は、構造計算適合性判定に準じた審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。 

(建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下届) 

第10条 法第34条第1項の認定又は法第36条第1項の変更の認定(以下「建築物エネルギー消

費性能向上計画の認定等」という。)の申請をした者は、当該建築物エネルギー消費性能



 

 

向上計画の認定等の申請を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計

画認定申請取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。 

(建築物エネルギー消費性能向上計画不認定通知書等) 

第11条 市長は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請があった場合において、

当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請に係る建築物エネルギー消費性

能向上計画又は建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が認定基準に適合しないと認

めるときは、建築物エネルギー消費性能向上計画不認定通知書(様式第6号)により建築物

エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請をした者に通知するものとする。 

2 法第35条第2項の規定による申出をした場合において、前項の規定による通知は、建築基

準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の結果の通知の

写しを添えて行うものとする。 

(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書の交付の申請及び交

付) 

第12条 省令第29条に規定する書面の交付を受けようとする者は、建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律施行規則第29条の軽微変更該当証明申請書(様式第7号)に、建築

物エネルギー消費性能向上計画の変更が法第36条第1項に規定する軽微な変更(以下この

条において「軽微な変更」という。)に該当することを証する図書を添えて、市長に提出

しなければならない。 

2 前項の規定による提出をする場合における申請書及び図書の部数は、正本1通及び副本1

通とする。 

3 市長は、省令第29条に規定する書面の交付の申請があった場合において、当該申請に係

る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは、建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の軽微変更該当証明書(様

式第8号)を交付するものとする。 

(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物に係る報告を行う場合の方法) 

第13条 法第37条の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書を

市長に提出することにより行わなければならない。 

(1) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画(法第37条に規定する認定建築物エネルギ

ー消費性能向上計画をいう。以下同じ。)に係る建築物又は建築物の部分を譲受人に譲

り渡した場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書(様

式第9号) 



 

 

(2) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のため

の建築物の新築等(法第34条第1項に規定するエネルギー消費性能の向上のための建築

物の新築等をいう。以下同じ。)が完了した場合 認定建築物エネルギー消費性能向上

計画に基づく建築物の新築等完了報告書(様式第10号)及び次に掲げる図書 

ア 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のた

めの建築物の新築等の完了を確認することができる図書 

イ エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等について建築基準法第6条第1

項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の提

出又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定によ

る通知を行った場合にあっては、検査済証又は同法第87条第1項において読み替えて

準用する同法第7条第1項の規定による届出に係る書類 

(3) 法第40条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に

より容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積がある場合 認定建築物

エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況定期報告書(様式第11号) 

(4) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画が認定基準に適合しなくなった場合 認定

建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書 

(5) 前各号に掲げる場合以外の場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建

築物の状況報告書及び報告の内容を説明するための図書 

(認定建築物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書) 

第14条 市長は、法第39条の規定により法第35条第1項の認定を取り消す場合は、認定建築

物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書(様式第12号)により認定建築主(法第36条

第1項に規定する認定建築主をいう。以下同じ。)に通知するものとする。 

(建築物エネルギー消費性能向上計画認定の証明の手続) 

第15条 認定建築主は、法第35条第1項の認定を受けたことを証する書面の交付を受けよう

とするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画認定証明申請書(様式第13号)を市長に

提出しなければならない。 

(建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定の申請書に添付する図書) 

第16条 省令第30条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。 

(1) 法第41条第1項の認定の申請に係る建築物(以下「認定申請建築物」という。)が、次

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める建築士法第2条第1項に規定する建築士

が設計したことを証する書類 



 

 

ア 認定申請建築物が建築士法第3条第1項各号に掲げるものである場合 一級建築士 

イ 認定申請建築物が建築士法第3条の2第1項各号に掲げるもの又は同条第3項の規定

により区域若しくは用途を限り、同条第1項各号に規定する延べ面積を別に定めた条

例の規定に該当するものである場合 一級建築士又は二級建築士 

ウ 認定申請建築物がア又はイに掲げるもの以外のものである場合 一級建築士、二級

建築士又は木造建築士 

(2) 認定申請建築物に係る検査済証の写しその他の建築基準法第6条第1項に規定する建

築基準法令の規定に適合していることを証する書類又はその写し 

(3) 認定申請建築物が基準省令の施行の際現に存するものであって、基準省令附則第3

条又は第4条の規定の適用がないものとした場合に建築物エネルギー消費性能基準に適

合しないものである場合にあっては、当該認定申請建築物が平成28年4月1日に現に存す

ることを証する図書又はその写し 

(建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定申請取下届) 

第17条 法第41条第1項の認定の申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、

建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定申請取下届(様式第14号)を市長に提

出しなければならない。 

(建築物エネルギー消費性能基準適合性不認定通知書) 

第18条 市長は、法第41条第1項の認定の申請があった場合において、当該認定申請建築物

が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと認めるときは、建築物エネルギー消費性

能基準適合性不認定通知書(様式第15号)により同項の認定の申請をした者に通知するも

のとする。 

(基準適合認定建築物認定取消通知書) 

第19条 市長は、法第42条の規定により法第41条第2項の認定を取り消す場合は、基準適合

認定建築物認定取消通知書(様式第16号)により基準適合認定建築物(法第41条第3項に規

定する基準適合認定建築物をいう。以下同じ。)の所有者に通知するものとする。 

(基準適合認定建築物に係る報告を行う場合の方法) 

第20条 法第43条第1項の報告は、基準適合認定建築物の状況報告書(様式第17号)及び報告

の内容を説明するための図書を市長に提出することにより行わなければならない。 

(建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定の証明の手続) 

第21条 基準適合認定建築物の所有者は、法第41条第2項の認定を受けたことを証する書面

の交付を受けようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定証明



 

 

申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。 

附 則 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則(令和2年7月31日規則第44号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令和3年3月29日規則第23号) 

この規則は、令和3年4月1日から施行する。


